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婚姻費用分担審判の前提事項となる父子関係存否の判断

事実の概要

　Ｘ（申立人、抗告人、許可抗告の相手方）とＹ（相
手方、抗告の相手方、抗告人）は平成 25 年頃から
交際、平成 26 年×月婚姻成立。Ｘは同年×月Ａ
を出産し、ＡをＸとＹの嫡出子とする出生の届出
をし、Ａを両者の子として監護養育した。ＸとＹ
は、令和元年 10 月、ＸがＹに対して離婚を求め
たことを契機として別居し、以後、ＸがＡを監護
教育している。Ｙが実施した DNA 検査の結果に
より、ＹＡ間の生物学上の父子関係は否定された。
　Ｙは令和 3年 3月、ＹＡ間の父子関係（以下「本
件父子関係」という。）は存在しないとして親子関
係不存在確認調停の申立て、及び、Ｘとの離婚を
求めて夫婦関係調整調停の申立てをした。
　上記親子関係不存在確認調停の手続において、
Ｘが実施を求めたＹＡ間の生物学上の父子関係に
関する DNA 鑑定の結果は、ＹＡ間の父子関係を
否定するものであった。この親子関係不存在確認
調停および上記夫婦関係調整調停はいずれも不成
立により終了した。
　その一方で、Ｘは、同年 4月、Ｙに対して婚
姻費用分担調停を申し立てたが、同年 11 月、不
成立により終了し、審判に移行した。
　原々審は、令和 4年 3 月、本件父子関係は存
在しないとした上で、ＸがＹに対して婚姻費用の
分担を求めることは信義則に反するなどとして、
本件申立てを却下する審判をした。Ｘは原々審判
に対して、即時抗告。
　原審は、ＸがＹに対して婚姻費用の分担として

Ｘ自身の生活費の分担を求めることは信義則に反
するとした上で、養育費については、ＹＡ間の
生物学上の父子関係は DNA 鑑定によって否定さ
れているが、本件父子関係はこのことから直ちに
否定されるものではなく、その存否は、訴訟にお
いてその他の諸事情も考慮して最終的に判断され
るべきものである。したがって、本件父子関係の
不存在を確認する旨の判決が確定するまでは、Ｙ
はＡに対する本件父子関係に基づく扶養義務を免
れないから、Ａの養育費相当額（月額 4万円）は、
Ｙの分担すべき婚姻費用に当たるとした。Ｙが抗
告。

決定の要旨

　「夫は、婚姻後に妻が出産し戸籍上夫婦の嫡出
子とされている子であって民法 772 条による嫡
出の推定を受けないもの（以下「推定を受けない
嫡出子」という。）との間の父子関係について、
嫡出否認の訴えによることなく、その存否を争う
ことができる。そして、訴訟において、財産上の
紛争に関する先決問題として、上記父子関係の存
否を確定することを要する場合、裁判所がこれを
審理判断することは妨げられない（最高裁昭和
50 年（オ）第 167 号同年 9 月 30 日第三小法廷
判決・裁判集民事 116 号 115 頁参照）。このこと
は、婚姻費用分担審判の手続において、夫婦が分
担すべき婚姻費用に推定を受けない嫡出子の監護
に要する費用が含まれるか否かを判断する前提と
して、推定を受けない嫡出子に対する夫の上記父
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子関係に基づく扶養義務の存否を確定することを
要する場合であっても異なるものではなく、この
場合に、裁判所が上記父子関係の存否を審理判断
することは妨げられないと解される（最高裁昭和
39 年（ク）第 114 号同 41 年 3月 2日大法廷決定・
民集 20 巻 3号 360 頁参照）。」
　Ａは戸籍上ＹとＸの嫡出子とされているが、（改
正前）民法 772 条による嫡出の推定を受けないの
で、ＹのＡに対する本件父子関係に基づく扶養義
務の存否を確定することを要する場合に、その存
否を審理判断することは妨げられない。

判例の解説

　一　民法 760 条の「婚姻から生ずる費用」
　民法第 760 条が規定する、「婚姻から生ずる費
用」（婚姻費用）とは、夫婦が通常の社会生活を
維持するのに必要な生計費をいい、衣食住の費用、
医療費、娯楽費、交際費、老後の準備（預金や債権）
の他、未成熟子の養育費（子の監護費用）や教育
費等も含まれると解され、裁判実務も子の監護費
用等を婚姻費用として処理している。
　夫婦が円満であるとき、夫婦は互いに自己と同
一水準の生活を保障する義務（生活保持義務）を
負う。夫婦が別居して破綻しつつあるような場面
について、通説・判例は、婚姻が継続している限
り、原則として婚姻費用の分担義務の負担者はそ
の負担を免れないと解しているが、判例は、個別
の事情において婚姻費用分担の程度を軽減してい
る１）。有責性のある者からの婚姻費用分担請求は、
権利濫用又は信義則に基づきその請求を棄却する
傾向にあるが、同居の未成年子の監護費用に当た
る部分の請求は認められている。

　二　婚姻費用分担審判の前提事項たる父子関係
　　　存否の判断
　本件における訴訟上の争点は、婚姻費用分担は
審判事項（家事事件手続法別表第 2参照）であるの
に対し、父子関係存否は訴訟事項であるが、かか
る訴訟事項についても家事審判手続における前提
問題として審理判断することができるかというこ
とである。令和 4年 12 月 10 日に成立した親子
法制改正に関する「民法等の一部を改正する法律」
により（令和 6年 4月 1日施行）、親子関係に関す
る嫡出推定の規定等が見直された２）。本件は、改

正前民法 772 条が適用されるため、婚姻成立後
200 日以内に生まれたＡは、戸籍上嫡出子とされ
ている場合であっても、改正前民法 772 条によ
る嫡出の推定を受けないことから、親子関係不存
在確認の訴えによって否定され得た。
　本決定が引用する前掲最判昭 50・9・30（LEX/
DB27452107）は、共有持分権不存在確認訴訟に
おいて、血縁関係にない者を戸籍上嫡出子として
届け出ても、それにより認知の効力は生じないこ
と（虚偽の嫡出子出生届と認知の効力）、あわせて、
戸籍上嫡出子の届出がされている場合であって
も、財産上の紛争に関する先決問題として、この
訴訟において父子関係の不存在を審理確定するこ
とができると判示するものである。
　 ま た、 前 掲 最 大 決 昭 41・3・2（LEX/
DB27001221）は、遺産分割が問題となった事件
であるが、遺産分割に関する処分の審判は非訟事
件であり、公開法廷における対審および判決に
よってする必要はないから、憲法 32 条、82 条に
違反するものではなく、審判手続でした実体法上
の権利関係の存否の判断には既判力が生じず、当
事者はこれを民事訴訟で争うことができるから、
これらの事項を審判手続によって決定しても、憲
法 32 条、82 条に違反しないと判示したものであ
る。この判例は、遺産分割をめぐる相続関係の争
いを家庭裁判所の遺産分割審判手続の中で一括し
て迅速に処理することを可能とするものであり、
遺産分割に関する裁判実務ではこの扱いが定着し
ているが３）、一定の歯止めが必要という問題意識
もある４）。父子関係の存否という重要な問題を婚
姻費用分担審判の前提問題として判断することが
妥当であるかを検討する必要がある。

　三　実父子関係の否定
　本件のＡが平成 6 年 4 月 1 日以降に生まれ、
現行民法 772 条が適用されるケースならば、Ａ
は婚姻成立の日から 200 日以内に生まれている
ため懐胎時期を「婚姻前に懐胎したもの」と推定
されるので（現行民法 772 条 2 項）、Ｙが父と推定
され（同 1項）、嫡出否認制度によらなければＹ
Ａ間の父子関係を否定することができない。しか
も、出訴期間には制限があり父は子の出生を知っ
た時から 3年以内に申立てをしなければ否認権
を失う（現行民法 777 条 1 号）。なぜならば、血縁
と法律上の親子関係の不一致は、法が予定してい
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るところであり、血縁の不存在が明らかになれば、
法律上の親子関係を否定することができるわけで
はなく、子の養育環境の安定性を確保するために、
否定することが制限されているからである５）。本
件においては、Ｙが子の出生を知った時からＸが
Ｙに離婚を求めたことを契機として別居を始める
までに約 5年経過しているので、Ｙは既に否認
権を失っている。
　しかし、嫡出推定が及ばないとされる場合があ
ることが判例・学説上認められている。その範囲
について、通説は、事実上の離婚状態であった場
合や外国滞在中であったなど、外観上夫の子でな
いことが明らかな場合においてのみ嫡出推定は及
ばないとする外観説であるが６）、血縁関係と法的
父子関係の一致を重視し、科学的・客観的に父子
関係の不存在が証明された場合にも嫡出推定は及
ばないとする血縁説７）、家庭の平和と真実主義を
調和させるべきという観点から、家庭が平和であ
れば外観説の範囲にとどめ、家庭平和が失われた
ときには血縁の事実探求を進めるという家庭平和
説（家庭破綻説）８）、血縁上の父と母の新家庭が
形成されていて、子が養育されている場合に限り、
推定が排除されるとする新家庭形成説（新家庭破
綻説）９）、旧家事審判法 23 条（現家事事件手続法
277 条）に基づく審判の実態を追認して、当事者
の合意があれば嫡出推定が排除されるとする合意
説 10）がある。
　最高裁第一小法廷は、平成 26 年 7 月 17 日に
同日付で親子関係不存在確認請求事件について、
3 件の判決（LEX/DB25446513、LEX/DB25446514、
LEX/DB25446515）を下して、外観説を堅持する
態度を示した 11）。その理由は、「夫と子との間に
生物学上の父子関係が認められないことが科学的
証拠により明らかであり、かつ、夫と妻が既に離
婚して別居し、子が親権者である妻の下で監護さ
れているという事情があっても、子の身分関係の
法的安定を保持する必要が当然になくなるもので
はないから、上記の事情が存在するからといって、
同条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはい
えず、親子関係不存在確認の訴えをもって当該父
子関係の存否を争うことはできないものと解する
のが相当である」12）というものである。これらの
最高裁判決について、水野紀子名誉教授は「自己
のアイデンティティを揺るがされる子の苦悩を考
えると、出自を知る権利のみならず、出自を知ら

されない権利も重要である。法が定める親子関係
を動かし得ないものとして確定することによっ
て、守られる法益は大きい」13）と述べる。
　令和 4年の親子法改正審議において、婚姻中懐
胎子については、従前どおり外観説に基づき夫の
子であるとの推定が及ばない場合があるとする判
例理論が適用されるが、婚姻前懐胎・婚姻成立後
200 日以内に出生した子については、個別の事案
における具体的事情、本見直しの趣旨、判例法理
の基礎とする考え方、婚姻中懐胎された子をめぐ
る差異などを踏まえ判断されるべきであるが、①
夫の子であるとの推定が及ばないものとして取り
扱う判例法理は適用されないとする見解（部会資
料 24 － 2－ 5）と、②嫡出否認の訴えによること
なく、父子関係を争うことも否定されないとの見
解（部会資料 25 － 2 － 6）が出され、今後の解釈
論に委ねられている。

　四　生物学的血縁関係のない法的親子関係と
　　　監護費用
　婚姻費用分担請求ではないが、妻が他男との間
にもうけた子について、出産後 7年経過してお
り嫡出否認の出訴期間を徒過したため否認権を
失った法律上の父に対する妻からの離婚後の監
護費用の請求を権利濫用として封じた最高裁の
判決（最判平 23・3・18 家月 63 巻 9 号 58 頁〔LEX/
DB25443230〕）がある。これに対して多くの学説
は批判する。その理由は、①法的親子関係があれ
ば、生物学的血縁関係がなくとも監護費用の支払
い義務に差があってはならない、②子の身分関係
の法的安定を保持する必要があること、③母の不
貞行為に基づく慰謝料請求の問題を監護費用分担
の場面においても考慮することによって親子法と
夫婦法とを混同してはならないこと、④子どもが
両親をもち、親によって子が養育される権利を侵
害しないように配慮しなければならないこと、⑤
子自身が父に対して扶養請求した場合には、養育
費が認められること等が指摘されている 14）。

　五　親子鑑定 15）

　実親子関係訴訟（認知の訴え、実親子関係存在確
認の訴え、嫡出否認の訴え、認知無効の訴え、実親
子関係不存在確認の訴え）において審理の対象とな
るのは、血縁関係の存否であり、親子鑑定が中心
となる。今日、実務で用いられている親子 DNA
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鑑定は、血縁関係の存否をほぼ 100％の確率で証
明することができる。
　人事訴訟事件は調停前置であるため、家事調停
が開始されるが、調停において DNA 鑑定に双方
が同意することが多い。嫡出否認、認知や親子関
係不存在などに関しては、家庭裁判所が合意に相
当する審判（家事 277 条）をする。鑑定拒否の事
案は、調停不成立となり、人事訴訟が提起される。
　日本では、DNA 鑑定が裁判所からの指示によ
ることなく、当事者・関係者からの私的な依頼に
基づいてなされることがある。DNA 鑑定は父と
子の血縁の有無を明らかにする鑑定方法なので、
当事者双方の同意なく実施するのは、プライバ
シー侵害であり、また、自己に関する情報をコン
トロールする権利（情報に関する自己決定権）の侵
害に当たるので、違法な証拠の収集として、証拠
能力を否定することが考えられる 16）。こうして
得られた DNA 鑑定に基づいて親子関係訴訟を申
し立てることはできず、また手続の中で証拠とし
て持ち出すことも認められないが 17）、何よりも
求められるのは、DNA 鑑定を制御する法律であ
ると指摘されている 18）。

　六　結び
　本決定は、婚姻費用分担審判の先決問題として、
夫と夫婦間の子として監護養育されていた改正前
民法 772 条の推定を受けない嫡出子との間の父
子関係存否を審理判断することができるとして、
紛争を長期化させず、迅速に解決することを認め
たものである。親子法改正後、婚姻前に懐胎され、
婚姻成立後 200 日以内に出生した子は、嫡出否
認の訴えによることなく親子関係を否定すること
が可能なのか、今後の解釈に委ねられている。法
律上の父に私的扶養と援助を課すことによって子
に安定した身分を確保することと、血縁が否定さ
れた父の私的扶養や支援から離れ、公的扶助や支
援に委ねるのとどちらが当事者の心の傷を最小限
に留め、子どもの利益や福祉に合致するのか、家
族として過ごした大切な楽しい思い出を子どもが
抱き続けるために、法は何が出来るかを考えさせ
られる事案である。
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